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※（　）内は前月比

市の人口
令和６年 3月末現在

男 20 人　女 10 人

  男 31,954 人
  女 35,983 人
  計 67,937 人

34,812 世帯 （-12）

（-132）
（-209）
（-341）

人口

世帯数

3月の出生

■市県民税 給与特別徴収…4 月徴収分
■軽自動車税 種別割…全期分
※納期限後の納付は、督促手数料及び延滞金を加算する場合があ
ります。

5 月の納税等

　

高
齢
者
を
狙
っ
た
悪
質
商
法
や
振
り

込
め
詐
欺
の
被
害
は
依
然
と
し
て
多
数

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
若
い
世

代
に
お
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広

消
費
者
啓
発
講
座
の
専
門
講
師

を
派
遣
し
ま
す

被
害
者
支
援
無
料
相
談
を
実
施

し
ま
す

　

弁
護
士
、
臨
床
心
理
士
、
紀
の
国
被

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
が
、
犯
罪

や
交
通
事
故
、
Ｄ
Ｖ
な
ど
の
被
害
者
や

家
族
等
か
ら
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

☆
☆
5
月
25
日
㊏  
10
時
〜
16
時

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
２
階「
相
談
室
」

■
電
話
相
談
（
当
日
の
み
開
設
）

☆
０
７
３
９
（
８
１
）
１
８
０
０

■
面
接
相
談　

で
き
る
だ
け
事
前
に
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
（
公
社
）
紀
の
国
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー

☆
０
７
３
（
４
２
７
）
１
０
０
０

　

地
域
ご
と
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員

が
い
る
の
は
ご
存
じ
で
す
か
。
民
生
委

員
は
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
全
て
の
民
生
委
員

は
児
童
委
員
を
兼
ね
て
い
ま
す
。

　

介
護
や
子
育
て
な
ど
の
日
常
生
活
に

関
す
る
悩
み
ご
と
や
、
ご
近
所
で
気
に

な
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
地
域
の
身

近
な
相
談
相
手
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

必
要
な
方
に
は
行
政
や
専
門
機
関
に
つ

な
ぎ
、
支
援
し
ま
す
。

　

相
談
し
た
方
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

☆
福
祉
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
０

地
域
の
身
近
な
相
談
相
手
「
民

生
委
員
・
児
童
委
員
」

告
か
ら
の
通
信
販
売
ト
ラ
ブ
ル
や
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
で
知
り
合
っ
た
人
物
か
ら
の
勧
誘

を
き
っ
か
け
と
し
た
副
業
や
投
資
等
の

儲
け
話
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
未

然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、
手
口
を
知
り
対

処
法
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

市
で
は
、
申
込
み
が
あ
っ
た
団
体
に
専

門
の
講
師
を
無
料
で
派
遣
し
て
い
ま

す
。
老
人
ク
ラ
ブ
や
自
治
会
等
の
会
議

や
研
修
会
、
学
校
の
授
業
や
ク
ラ
ブ
活

動
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
是
非
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

■
人
気
テ
ー
マ

◇
最
近
の
消
費
者
被
害
と
そ
の
対
策

◇
振
り
込
め
詐
欺

◇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
の
ト

ラ
ブ
ル

☆
左
記
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
日
程
や

場
所
、
講
座
内
容
は
相
談
に
応
じ
ま
す
。

☆
自
治
振
興
課 

市
民
生
活
係
（
本
庁

舎
5
階
）

☆
0
7
3
9
（
２
６
）
９
９
１
１

ポスト
に新聞

紙が

いっぱ
いたま

ってる
なぁ。

おばあ
ちゃん

、

大丈夫
かなあ

･･････

民生委
員に

相談し
てみよ

う。

　最近見たテレビドラマのクライマックス
で「日本には考えの違う相手を尊重する美
徳がある」、「寛容になりましょう」という
セリフがありました。それは脚本家やドラ
マ関係者が今の時代に伝えたかったメッ
セージなのかなと感じつつ、熊野は 1,000
年以上前からそういう場所だったんです
よ、と少し自慢したくもなりました。
　世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は、
異なる３つの宗教が共存する地域であり、
中でも、熊野は、性別や身分、浄不浄、信
不信、貴

き せ ん

賤を問わず全ての人々を受け入れ
てきたことが特徴です。これは古道沿いに

残る藤原秀
ひでひら

衡、和泉式
し き ぶ

部、小栗判
はんがん

官などの
物語からも垣間見ることができます。　　
　表面だけ聞くと「そんなバカな !?」と思
うような物語も、熊野の精神性や歴史的背
景を踏まえて考えると、その伝説の本質に
触れることができるかもしれません。気に
なる方はぜひ調べてみてくださいね。
　世界遺産登録 20 周年を迎える今年は、
合気道や南方熊楠など、様々な切り口から
熊野地域の魅力を再発見、再発信していく
予定です。HP にも情報を掲載していくの
で、ぜひご覧ください。

第１回　熊野の魅力を再発見しよう！

マイナンバーカード
休日開庁のおしらせ

カードで
こんなことが
できるよ→

★☆ 5月 12 日㊐、6月 9日㊐　9時 ~12 時
★市民課（本庁舎 3階）
（5/12㊐は龍神行政局、6/9㊐は中辺路行政局で
も実施します）
☆市民課 窓口係
☆ 0739（34）2131

地
域
の
保
健
福
祉
を
増
進
す
る
事

業
を
補
助
し
ま
す

☆
市
民
団
体
や
市
内
の
民
間
企
業
が
高

齢
者
等
の
保
健
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
に
行
う
、先
導
的
事
業
の
実
施
に
要

す
る
費
用

※
施
設
建
設
等
に
要
す
る
費
用
は
除
く
。

※
国
、県
、市
の
他
の
補
助
金
の
対
象
と

な
る
事
業
は
除
く
。

■
補
助
金
額
（
1
事
業
当
た
り
）

◇
市
民
団
体　

上
限
１
０
０
万
円

◇
市
内
の
民
間
企
業　

上
限
50
万
円

■
交
付
期
間　

3
年
を
限
度
と
し
ま
す
。

☆
5
月
31
日
㊎
ま
で
に
、
申
込
書
に
事

業
計
画
書
、
活
動
実
績
書
を
添
え
て
左

記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
等

は
、左
記
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

☆
福
祉
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
０

☆h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/fukushi/tiikihokenfukusi.
htm

l

　
4
月
号
の
『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
休

日
開
庁
の
お
し
ら
せ
』
内
で
、
実
施
時
間

を
8
時
30
分
〜
17
時
15
分
と
記
載
し
て

い
ま
し
た
が
、
正
し
く
は
右
記
の
と
お
り

で
す
。
訂
正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
。
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保
険
税
（
料
）
率
を
改
定
し
ま
す

【
国
民
健
康
保
険
税
率
等
】

　

国
保
は
、
都
道
府
県
単
位
で
運
営
し

て
お
り
、
税
率
は
県
が
示
す
国
保
事
業

費
納
付
金
及
び
市
町
村
標
準
保
険
料
率

を
参
考
に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
等
】

　

保
険
料
率
は
、
県
内
均
一
で
定
め
ら

医療保険分 後期高齢者
支援金等 介護保険分

所得割率 6.5% 2.7% 2.1%
資産割率 9.0% 3.0% 2.6%

被保険者均等割額 27,200 円 11,300 円 13,000 円
世帯別平等割額 20,100 円 8,300 円 6,700 円

※年間税額は、世帯で算定した医療保険分・後期高齢者支援金等・
介護保険分の合計額となります。
※資産割は、県内の統一的な国保の運営方針を示した「和歌山
県国民健康保険運営方針」で、令和 9 年度までの期間で廃止す
ることをめざすとしています。

■国民健康保険税率等

均等割額 所得割率※ 賦課限度額
令和 6 年度

54,428 円 11.04％
73 万円

令和 7 年度 80 万円

■後期高齢者医療制度の保険料率等

※年間の保険料額は、均等割額・所得割額の合計額となり、個
人単位で計算します。
※激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が 58 万円

（年金収入のみの場合 211 万円）以下の方は、令和 6 年度に限り、
軽減用所得割率として 10.13％になります。

れ
、
2
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
て
お
り
、

令
和
６
・７
年
度
の
保
険
料
率
等
が
、
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
令
和
６
・７
年
度
の
保
険
料
の

賦
課
限
度
額
は
、
段
階
的
に
80
万
円
に

変
更
さ
れ
ま
す
。（
令
和
6
年
度
中
に

75
歳
に
到
達
し
て
資
格
取
得
す
る
方
等

は
令
和
6
年
度
か
ら
限
度
額
が
80
万
円

と
な
り
ま
す
。）

★
保
険
課 

保
険
税
係
（
本
庁
舎
3
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
６
５

世
界
農
業
遺
産
住
民
提
案
型
地
域

活
動
支
援
事
業
を
募
集
し
ま
す

新
技
術
や
新
規
作
物
の
導
入
を
支

援
し
ま
す

★
田
辺
市
及
び
み
な
べ
町
に
活
動
拠
点

の
あ
る
団
体
が
行
う
、世
界
農
業
遺
産

「
み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
」の
保

全
・
活
用
を
推
進
す
る
自
主
的
な
活
動

■
事
業
実
施
期
間　

補
助
金
交
付
決
定

日
〜
令
和
7
年
2
月
28
日
㊎

★
5
月
7
日
㊋
〜
17
日
㊎
17
時﹇
必
着
﹈

に
、
梅
振
興
室
（
本
庁
舎
4
階
）
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
類
は
、
梅

振
興
室
で
配
布
す
る
ほ
か
、
世
界
農
業

遺
産
「
み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
」

専
用
サ
イ
ト
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

★
み
な
べ
・
田
辺
地
域
世
界
農
業
遺
産

推
進
協
議
会
事
務
局
（
み
な
べ
町
う
め

課
内
）

★
０
７
３
９
（
３
３
）
９
３
１
０

★

h
ttp

s

：//w
w

w
.g

ia
h

s-
m

inabetanabe.jp/

　

果
樹
の
高
品
質
化
や
、作
業
の
省
力

化
に
向
け
た
新
技
術
、収
益
性
の
高
い

果
樹
の
新
規
作
物
の
導
入
を
行
う
際
の

経
費
を
補
助
し
ま
す
。

★
市
に
住
民
票
の
あ
る
方
で
、新
技
術

を
導
入
し
た
果
樹
の
栽
培
や
、農
業
者

自
身
が
栽
培
し
て
い
な
い
新
た
な
果
樹

の
栽
培
に
取
り
組
む
場
合
の
資
材
費

（
種
苗
の
購
入
費
、パ
イ
プ
棚
等
の
設
備

に
係
る
経
費
、そ
の
他
必
要
と
認
め
ら

れ
る
経
費
）

■
補
助
金
額　

新
技
術
導
入
、
新
規
作

物
導
入
と
も
に
事
業
費
（
資
材
費
）
の

3
分
の
1
以
内
（
５
万
円
〜
30
万
円
）

★
5
月
9
日
㊍
以
降
に
、申
請
書
類（
交

付
申
請
書
、事
業
計
画
書
、収
支
予
算

書
、見
積
書
の
写
し
、導
入
予
定
地
の
位

置
図
、実
施
前
の
写
真
）を
、左
記
へ
お

持
ち
く
だ
さ
い
。申
請
用
紙
は
左
記
で
配

布
し
て
い
ま
す
。

★
◇
農
業
振
興
課 

農
政
係（
本
庁
舎
4
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
０

◇
各
行
政
局 

産
業
建
設
課

☆
19
ペ
ー
ジ
参
照

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
は
、
身

体
障
害
者
等
に
対
す
る
減
免
、
構
造
を

変
更
し
た
車
両
に
対
す
る
減
免
、
公
益

の
た
め
に
直
接
専
用
す
る
車
両
に
対
す

る
減
免
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

に
対
す
る
減
免
等
が
あ
り
ま
す
。

☆
納
税
通
知
書
が
届
い
て
か
ら
５
月
31

日
㊎
ま
で
に
、
左
記
又
は
各
行
政
局
住

民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
税
通
知
書
は
５
月
10
日
㊎

か
ら
順
次
送
付
し
ま
す
。

☆
税
務
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
１
９

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減

免
に
つ
い
て

田
辺
市
創
業
及
び
事
業
規
模
拡

大
支
援
事
業
費
補
助
金

　

地
域
産
業
の
振
興
と
就
労
機
会
を
拡

大
す
る
た
め
、次
の
中
小
企
業
者
を
支

援
し
ま
す
。

【
初
期
投
資
補
助
金
】

■
補
助
金
額　

創
業
又
は
新
た
な
事
業

所
の
開
設
に
必
要
と
な
る
経
費
の
2
分

の
1
（
上
限
50
万
円
）

【
雇
用
奨
励
金
】

■
奨
励
金
額　

新
規
市
内
雇
用
者
1
名

に
つ
き
10
万
円
（
上
限
50
万
円
）

■
条
件　

事
業
者
指
定
か
ら
事
業
開
始

後
３
か
月
ま
で
に
雇
用
さ
れ
た
者
（
期

間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
、
社
会
保

険
等
へ
の
加
入
）
が
1
年
以
上
継
続
し

て
雇
用
さ
れ
る
こ
と

【
共
通
事
項
】

■
対
象
エ
リ
ア　

中
心
市
街
地
区
域
内

認
定
エ
リ
ア

■
補
助
対
象
者
◇
区
域
内
で
創
業
す
る

中
小
企
業
者

◇
既
に
事
業
を
行
っ
て
い
る
中
小
企
業

者
で
、区
域
内
で
新
た
に
事
業
所
を
開

設
す
る
中
小
企
業
者

　

そ
の
他
、
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

★
商
工
振
興
課 

創
業
立
地
推
進
係
（
本

庁
舎
4
階
）

商
店
街
で
の
新
規
事
業
・
事
業

継
続
を
支
援
し
ま
す

　

中
心
市
街
地
区
域
内
の
商
店
街
の
空

き
店
舗
等
を
賃
借
し
て
新
た
に
出
店
す

る
中
小
企
業
者
と
、商
店
街
区
域
で
10

年
以
上
営
業
を
続
け
て
い
る
中
小
企
業

者
に
対
し
て
、店
舗
改
修
等
を
支
援
し

ま
す
。

■
対
象
商
店
街　

駅
前
商
店
街
、
駅
前

新
通
り
商
店
街
、
弁
慶
町
商
店
街
、
湊

本
通
り
商
店
街
、
北
新
町
商
店
街
、
栄

町
商
店
街
、
銀
座
商
店
街
、
海
蔵
寺
商

店
街
、
ア
オ
イ
通
り
商
店
街
、
宮
路
通

り
商
店
街

■
補
助
金
額

◇
新
規
開
業

・
賃
貸
店
舗
の
家
賃
の
2
分
の
1

上
限
30
万
円（
月
5
万
円
×
6
か
月
分
）

・
改
修
費
の
2
分
の
1（
上
限
50
万
円
）

◇
事
業
継
続

・
改
修
費
の
2
分
の
1
（
上
限
50
万
円
）

　

そ
の
他
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳

し
く
は
、左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

☆
商
工
振
興
課  

商
工
労
政
係（
本
庁

舎
4
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
７
０

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
７
０

　

し
尿
く
み
取
り
及
び
浄
化
槽
清
掃
に

係
る
自
己
負
担
額
の
平
準
化
を
図
る
た

め
、
補
助
対
象
地
域
（
龍
神
村
、
本
宮

町
）
と
旧
田
辺
市
地
域
と
の
料
金
差
額

を
補
助
し
ま
す
。

※
補
助
申
請
者
は
収
集
運
搬
許
可
業
者

と
な
る
た
め
、
対
象
と
な
る
地
域
の
皆

様
の
自
己
負
担
額
は
、
旧
田
辺
市
地
域

の
料
金
と
な
り
ま
す
。
自
己
負
担
額
を

田
辺
市
し
尿
収
集
運
搬
等
料
金

差
額
補
助
制
度
に
つ
い
て

種別 旧田辺市地域 龍神村 本宮町

正規料金
① 3,388 円 3,696 円 3,696 円
② 32,780 円 38,500 円 38,500 円

補助金額
① ー 308 円 308 円
② ー 5,720 円 5,720 円

自己負担額
① 3,388 円
② 32,780 円

■補助金額と自己負担額（参考例）
種別①は生し尿くみ取り252ℓの場合、種別②は合併処理浄化
槽（5 人槽・嫌気ろ床接触ばっ気方式・通常清掃）の場合

旧
田
辺
市
地
域
料
金
と
す
る
た
め
に
は
、

収
集
運
搬
許
可
業
者
か
ら
田
辺
市
へ
の

個
人
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
同
意
を
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
又
は
各
行
政
局
住

民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
廃
棄
物
処
理
課 

廃
棄
物
対
策
係

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
８



有料広告 広告主及び広告内容については、市が推奨等するものではありません。広告内容についてのお問合せは、直接広告主にお願いします。
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　　 お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
接
種

費
用
を
助
成
し
ま
す

　

１
人
に
つ
き
１
回
ま
で
助
成
し
ま

す
。（
自
己
負
担
金
２
０
０
０
円
が
必
要
）

☆
市
に
住
民
票
の
あ
る
１
歳
〜
６
歳
の

就
学
前
で
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
に
罹り
か
ん患
し

た
こ
と
が
な
い
幼
児

※
1
回
目
を
自
費
で
接
種
し
、
2
回
目

の
接
種
を
希
望
す
る
方
も
対
象
で
す
。

☆
左
記
又
は
各
行
政
局
住
民
福
祉
課

（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

母
子
保
健
係
（
本
庁

舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
費
用
を
助

成
し
ま
す

　

１
人
に
つ
き
１
回
ま
で
助
成
し
ま
す
。

☆
市
に
住
民
票
の
あ
る
令
和
７
年
４
月

1
日
時
点
で
65
歳
・
70
歳
の
方

■
助
成
金
額　

上
限
４
０
０
０
円

☆
医
療
機
関
で
予
防
接
種
を
受
け
、
予

防
接
種
費
用
を
全
額
支
払
い
、
領
収
書

を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

本
人
確
認
書
類
・
印
鑑
・
領
収
書
・

本
人
の
振
込
先
口
座
番
号
が
確
認
で
き

る
も
の
を
お
持
ち
の
上
、
下
記
又
は
各

行
政
局
住
民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ワ
ク
チ
ン
は
２
種
類
あ
り
ま
す
。
接

種
す
る
医
療
機
関
又
は
医
師
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
本
庁

舎
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

5
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て

　

４
月
１
日
よ
り
、
４
種
混
合
ワ
ク
チ

ン
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
百
日
せ
き
・
破
傷

風
・
ポ
リ
オ
）
と
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
を
合

わ
せ
た
５
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
が
定
期
予

防
接
種
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
４
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
接
種

を
開
始
し
て
い
る
人
は
、
原
則
と
し
て

同
一
ワ
ク
チ
ン
で
接
種
を
完
了
さ
せ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
引
き
続
き
、
４
種
混

合
ワ
ク
チ
ン
と
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
の
決
め

ら
れ
た
回
数
を
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
生
後
２
か
月
〜
生
後
90
か
月
（
７
歳

半
）
に
至
る
ま
で　

　

詳
し
く
は
左
記
又
は
各
行
政
局
住
民

福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
本
庁

舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

　

特
定
健
診
の
対
象
の
方
に
は
、
４
月

下
旬
に
受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

☆
田
辺
市
国
保
被
保
険
者
で
、
令
和
７

年
３
月
31
日
時
点
で
40
歳
〜
74
歳
の
方

※
令
和
６
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
方
は

誕
生
日
の
前
日
ま
で
受
診
で
き
ま
す
。

☆
保
険
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

「
令
和
６
年
度
田
辺
市
検
診
事
業

の
お
知
ら
せ
」
は
届
い
て
い
ま

す
か

　

人
間
ド
ッ
ク
等
の
受
診
費
用
を
補
助

し
ま
す
。

☆
田
辺
市
国
保
被
保
険
者
で
、
令
和
７

年
３
月
31
日
時
点
で
16
歳
〜
74
歳
の
方

※
令
和
６
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
方
は

誕
生
日
の
前
日
ま
で
受
診
で
き
ま
す
。

☆
保
険
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

健
康
チ
ェ
ッ
ク
補
助
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　インターネットの普及によって、誰でも
手軽に情報収集や発信ができるようにな
り、コミュニケーションの輪が広がるなど
とても便利になりました。
　一方で、名前や顔を簡単に知られること
なく情報を発信できるため、個人に対する
誹謗中傷、差別的な書込み、人権やプライ
バシーの侵害等、インターネットを悪用し
た行為が増えています。
　また、近年ではスマートフォンやゲーム
機などの急速な普及に伴い、インターネッ
トは子どもたちにとっても身近なものにな
りました。SNS 等を利用した誹謗中傷や性

的被害、違法ダウンロードなど、子どもが
トラブルに巻き込まれる場合があります。
　インターネット上の情報の中には嘘や間
違った情報が少なからず存在します。あな
たの発信した情報が、知らないうちに誰か
を傷つけているかもしれません。

第 11 回　インターネット上の人権侵害について

やさしさ
ひろがる 人権の わ

一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまち  田辺市をめざして

　

人
間
ド
ッ
ク
等
の
受
診
費
用
を
補
助

し
ま
す
。

★
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

☆
保
険
証
、
印
鑑
、
後
期
高
齢
者
医
療

の
健
康
診
査
受
診
券
、
各
種
検
診
受
診

券
を
お
持
ち
の
上
、
左
記
又
は
各
行
政

局
住
民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
保
険
課 

医
療
係
（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
６

高
齢
者
健
康
チ
ェ
ッ
ク
補
助
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

検査名 費用 自己負担額 補助上限額

人間ドック 37,700 円 5,650 円 32,050 円

脳ドック 32,400 円 4,860 円 27,540 円

人間ドック
（脳検査付） 60,700 円 9,100 円 51,600 円

※同一年度にいずれか一つの補助となります。
※下記の、後期高齢者医療制度の健康診査との重複
受診はできません。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
康

診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
受
診

券
を
送
付
し
ま
す
。

☆
◇
医
科
健
康
診
査　

後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者

◇
歯
科
健
康
診
査　

後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
で
、
令
和
６
年
３
月
31
日

時
点
で
満
75
歳
、
80
歳
、
85
歳
の
方
又

は
90
歳
以
上
の
方

■
受
診
期
間　

６
月
１
日
㊏
〜
令
和
７

年
２
月
28
日
㊎

☆
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☆
０
７
３
（
４
２
８
）
６
６
８
８

　

新
庁
舎
移
転
に
伴
い
、
障
害
福
祉
室

か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
へ
変
わ
り
ま
す
。

☆
５
月
７
日
㊋
〜

☆
社
会
福
祉
協
議
会
（
市
民
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
）

☆
障
害
福
祉
室 

障
害
福
祉
係
（
本
庁

舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
２

重
度
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券

の
申
請
窓
口
が
変
わ
り
ま
す

　一人ひとりが加害者とならない意識をも
ち、誰もが被害に遭わないよう、インター
ネット上で起こり得る人権
侵害について理解を深め、
ルールやモラルを守って利
用しましょう。

　本紙（広報田辺）及び市のホームページに掲載する有料広告を募集しています。
　本紙への掲載を希望される方は掲載を希望する月の２か月前の 20 日までに、ホームページへの掲載
を希望される方は掲載を希望する月の前月までに、広告原稿を添えてお申し込みください。
　詳しくは、企画広報課 広聴広報係（☎ 0739-26-9963）までお問い合わせください。
　　http://www.city.tanabe.lg.jp/kikaku/koukoku-kouhou.html

広報紙・ホームページへ広告を載せてみませんか？
有 料 広 告 募 集 中 ！
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■
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
水

　

６
月
１
日
〜
７
日
は
水
道
週
間
で

す
。
水
の
大
切
さ
を
こ
の
機
会
に
考
え

ま
せ
ん
か
。

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
水
の
使
用
量
が

増
え
、
７
月
〜
８
月
が
最
も
多
く
な
り

ま
す
。
水
を
大
切
に
使
う
た
め
に
、
歯

磨
き
や
洗
顔
時
に
は
蛇
口
を
閉
め
る
、

洗
車
は
バ
ケ
ツ
に
た
め
た
水
を
使
う
な

ど
、
身
近
に
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま

し
ょ
う
。

■
漏
水
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　

家
庭
の
水
道
設
備
は
、
皆
さ
ん
に
管

理
責
任
が
あ
り
ま
す
の
で
、
も
し
漏
水

が
発
生
し
た
場
合
、
漏
水
分
の
料
金
は

各
家
庭
で
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
時
々

点
検
を
し
て
く
だ
さ
い
。
家
中
の
蛇
口

を
全
て
閉
め
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ

ロ
ッ
ト
が
回
っ
て
い
れ
ば
、
漏
水
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

水
を
大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う

■
水
道
の
修
繕
等
に
つ
い
て

　

漏
水
な
ど
家
庭
内
の
水
道
の
修
繕
を

市
で
は
行
い
ま
せ
ん
。
家
庭
内
の
水
道

の
修
繕
や
新
増
設
等
の
工
事
は
、
田
辺

市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
ご
依

頼
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

☆h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/suidou/index.htm
l

■
消
火
栓
の
使
用
等
に
よ
る
濁
り
水
に

つ
い
て

　

消
火
栓
の
使
用
や
水
道
管
破
裂
で
漏

水
な
ど
が
起
こ
る
と
、
水
道
水
が
赤
茶

色
に
濁
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
飲

み
水
等
へ
の
使
用
に
は
十
分
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
通
常
は
し
ば
ら
く
流
し
続
け

る
と
き
れ
い
に
な
り
ま
す
が
、
濁
り
が

取
れ
な
い
と
き
は
、
左
記
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

☆
◇
漏
水
、
濁
り
水
に
関
す
る
こ
と

水
道
部 

工
務
課 

管
路
係（
本
庁
舎
４
階
）

★
０
７
３
９
（
２
４
）
７
９
３
２

◇
水
道
メ
ー
タ
ー
、
料
金
に
関
す
る
こ
と

水
道
部 

業
務
課 

料
金
係（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
０
０
１
１

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
７
９
２
０
（
※

時
間
外
）

主な電話番号等

■田辺市役所　〒 646-8545 東山一丁目 5-1
☎ 0739-22-5300 ㈹　　0739-22-5310
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　　0739-78-0116
■中辺路行政局　〒646-1492 中辺路町栗栖川396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　　0739-64-0966
■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　　0739-49-0359

■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　　0735-42-0239
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　　0739-24-4068
※田辺市役所の住所は 5/7 ㊋から、左記のとお
り変更します。

■防災行政テレフォンガイド
☎ 0120-963-910
※防災行政無線の放送内容を確認
する電話案内サービスです。
■救急安心センター　☎＃ 7119

電話案内サービス

※つながりにくい場合は、市消防
本部（☎ 0739-22-0119）へご連
絡ください。

休日急患診療

☆田辺広域休日急患診療所（市民総
合センター玄関右側）　
☆内科、小児科、歯科の応急診療
☆☆㊐㊗　9時～ 11 時 30 分、13 時
～ 16 時
（※小児科のみ、㊏ 18 時～ 21 時 30
分も診療を行っています。）
　 0739-26-4909

防災行政メール等

全国版救急受診ガイド
「Q助」

　

酒
税
法
の
規
定
に
よ
り
使
用
で
き
る

酒
類
等
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■
使
用
で
き
る
酒
類　

ア
ル
コ
ー
ル
分

20
度
以
上
の
酒
類

※
一
般
に
市
販
さ
れ
て
い
る
清
酒
や
ワ

イ
ン
は
、
使
用
前
に
ア
ル
コ
ー
ル
度
数

を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
使
用
で
き
る
物
品　

糖
類
・
梅 

等

■
使
用
で
き
な
い
物
品　

米
・
ぶ
ど
う

（
や
ま
ぶ
ど
う
を
含
む
）
等

　

右
記
以
外
に
も
使
用
で
き
な
い
物
品

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
提
供
時
の
注
意

◇
自
家
製
梅
酒
等
は
、、
他
人
に
提
供
・

販
売
・
譲
渡
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

◇
料
飲
店
や
旅
館
等
で
自
家
製
梅
酒
等

お
客
様
に
提
供
す
る
場
合
は
、
事
前
に

書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

☆
田
辺
税
務
署

☆
０
７
３
９
（
２
２
）
１
２
５
０

☆h
ttp

s://w
w

w
.n

ta.go
.jp

/
index.htm

l

自
家
製
梅
酒
を
作
る
場
合
は
ご

注
意
く
だ
さ
い

　
（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し

て
、
宝
く
じ
の
受
託
事
業
の
収
入
を
財

源
に
地
域
で
行
う
活
動
や
事
業
に
必
要

遊
具

（
上
芳
養
町
内
会
）

な
施
設
・
設
備
等
の
整
備
を
助
成
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

令
和
5
年
度
は
、
一
般
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
と
し
て
次
の
と
お
り
整

備
を
行
い
ま
し
た
。

・
上
芳
養
町
内
会　

遊
具
の
整
備

★
◇
自
治
振
興
課 

市
民
活
動
係
（
本

庁
舎
５
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
１
１

◇
（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

★
０
３
（
３
５
０
４
）
０
８
４
１

★
日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の

１
日
現
在
、
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

※
32
歳
の
方
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定

月
の
末
日
現
在
、
33
歳
に
達
し
な
い
方

■
給
与
（
月
額
）
15
万
７
千
円

■
手
当　
（
2
士
に
任
官
後
）
地
域
手

当
、
寒
冷
地
手
当
等

【
試
験
】

★
受
付
時
に
説
明

■
受
付
締
切
日　

６
月
24
日
㊊

☆
和
歌
山
県
民
文
化
会
館　

大
会
議
室

（
予
定
）

☆
自
衛
隊
田
辺
地
域
事
務
所

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
９

令
和
６
年
度
の
自
衛
隊
一
般
曹

候
補
生
を
募
集
し
ま
す

宝
く
じ
は
広
く
社
会
に
役
立
て

ら
れ
て
い
ま
す

有 料 広 告
１枠単独（縦 46mm × 横 85mm）

広告主及び広告内容については、市が推奨等するものではありません。広告内容についてのお問合せは、直接広告主にお願いします。

　本紙（広報田辺）及び田辺市のホームページに掲載する有
料広告を募集しています。
　広告掲載を希望される方は、広告原稿を添えて掲載を希望
する月の２か月前の 20 日までにお申し込みください。詳しく
は、企画広報課 広聴広報係までお問い合わせください。
☎ 0739-26-9963　　https://www.city.tanabe.lg.jp/kikaku/koukoku-kouhou.html

広報紙・ホームページへ広告を載せてみませんか？

有 料 広 告 募 集 中 ！

田辺市「暮らしの便利帳」を
発行します！

　各種行政情報のほか、観光などの地

域情報を盛り込んだ「田辺市暮らしの

便利帳」を㈱サイネックスと官民協働

で発行します。5月中に各ご家庭に事

業者がお配りしますので、ぜひご覧く

ださい！

　本紙（広報田辺）及び田辺市のホームページに掲載する有
料広告を募集しています。
　広告掲載を希望される方は、広告原稿を添えて掲載を希望
する月の２か月前の 20 日までにお申し込みください。詳し
くは、企画広報課 広聴広報係までお問い合わせください。
☎ 0739-26-9963　　http://www.city.tanabe.lg.jp/kikaku/koukoku-kouhou.html

広報紙・ホームページへ広告を載せてみませんか？

有 料 広 告 募 集 中 ！


